
○平成22年度まで毎年度、実
施計画を策定

○実施計画の取組状況公表等

国家公務員雇用調整本部
（本部長：内閣官房長官）

○ 各府省の配置転換受入れ
目標数： 計 730人程度

○主な配置転換先
・一般の行政事務分野
・一定の訓練・研修等により対応可能
な分野

平成19年度に係る実施計画

配置転換を受け
入れるため、受入
れ可能な職種に
ついて、一定の
採用抑制

配置転換を受け
入れるため、受入
れ可能な職種に
ついて、一定の
採用抑制

受入れ部門

配置
転換

【 配転規模 】

2,800人程度

100 人程度

農林統計・食糧管理関係

北海道開発関係

送出し部門 19年度から
22年度まで
の４年間で

国の行政機関（国の行政機関（33.233.2万人）の定員の純減計画万人）の定員の純減計画（平成（平成1818年年66月月3030日閣議決定）日閣議決定）

定員合理化計画による不断のスリム化に加え、民間有識者からなる「行政減量・効率化
有識者会議」の知見を活用して事務事業の大胆な見直しを行いました。これにより、5年
間（平成18～22年度）で5.7％（18,900人）以上の純減を確保します。

13,900人以上は、
個別重点事項につ
いての業務の大胆
かつ構造的な見直
しにより純減
（行政ニーズの変化に合
わせた整理、包括的・抜
本的な民間委託など）

定 員
合理化
計 画

【 純減数 】個別重点事項
（ ）はＨ１７年度末定員

農林統計関係 （5,000）

食糧管理関係 （7,400）

北海道開発関係（6,300）

社会保険庁関係（17,400）

森林管理関係 （5,300）

国立高度専門
医療センター関係 （5,600）

国有財産管理、官庁営繕
国土地理院、自動車登録

ハローワーク・労働保険（労災）
登記・供託、気象庁、行刑施設
＋上記以外の部門

2,400人以上

2,200人程度

1,000人以上

3,000人以上

2,400人以上

5,600人程度

500 人以上

1,800人以上

計18,900人（5.7％）以上の純減

＝

国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画（平成（平成1818年年66月月3030日閣議決定）日閣議決定）

国の行政機関の定員純減を円滑に進めるため、内閣に 「国家公務員雇用調整本部」

を設置し、国家公務員の配置転換、採用抑制、研修といった取組を政府全体で着実に
実施します。

※純減目標数が退職者数の見込みを超える
○３分野（計2900人程度）については、職員
○の配置転換を行って定員を純減します。

研修等の実施

5,000人以上は、行
政機関全体につい
て毎年度厳格な定
員管理を行い純減
（治安分野などメリハリ
をつけた必要な増員を
行いつつ、純減を確保）


